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 平成19年4月1日から防火対象物点検資格者講習の受

講資格として、防火管理講習修了者で5年以上防火管理の実

務経験を有する者が新たに追加されます。 

これまでは、防火管理講習を修了している方であっても現

に防火管理者として選任され実務経験を積んでいなければ、

受講することができませんでしたが、今回の見直しにより、

防火管理者に選任されていなくても、防火管理講習を修了し

た方が実務経験を5年以上積むことにより、受講することが

できるようになります。 
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新デザイン  デザインが 
新しくなりました。 

旧デザイン 

             平成18年10月1日
において、既に表示さ

れている旧デザインの 
防火優良認定証については、消防法第8 
条の2の3第4項第1号の規定により認 
定の効力が失われる日までの間(原則とし 
て当該認定を受けてから3年後)まで、引 
き続き使用することができます。 
 

 
 

  
民間の点検資格者が点 

検した結果、消防法令 

に適合していることを 

示すマークです。 
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〜
安
心
・
安
全
に
関
す
る
情
報
を 
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用
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等
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し
て
い
る
も
の
で
す

防火対象物定期点検報告の対象外で 

ある旅館ホテル等において、防火管理 

者等が点検した結果、消防法令に適

合していることを示すマークです。 

 

一定期間継続して消防法令を 

遵守していると消防機関の認 

定(特例認定)を受けていること 

を示すマークです。 

点点検検資資格格者者講講習習受受講講資資格格のの一一部部拡拡大大  

司
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